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○日光市空家等の適正管理に関する条例施行規則 

平成２６年６月１７日 

規則第５６号 

改正 平成２８年３月３１日規則第２９号 

平成２９年３月２８日規則第２２号 

（題名改称） 

平成３１年３月２２日規則第２５号 

令和４年１月２０日規則第２号 

令和４年３月３１日規則第３１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１

２７号。以下「法」という。）及び日光市空家等の適正管理に関する条例（平成

２６年日光市条例第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定

めるものとする。 

（平２９規則２２・一部改正） 

（特定空家等の認定基準） 

第２条 法第２条第２項の特定空家等の認定の基準は、市長が別に定める。 

（平２９規則２２・全改） 

（特定空家等の管理） 

第３条 法第９条第１項又は第２項の規定による調査の結果、当該調査に係る空家

等が特定空家等であると認定したときは、特定空家等管理台帳（様式第１号）に

記録し、管理するものとする。 

（平２９規則２２・全改） 

（情報提供） 

第４条 条例第６条の規定による情報提供は、空家等に関する情報提供書（様式第

２号）を市長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うこと

ができるものとする。 

（平２９規則２２・全改、令４規則２・一部改正） 

（立入調査） 

第５条 法第９条第３項本文の規定による通知は、立入調査通知書（様式第３号）

により行うものとする。 
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２ 法第９条第４項の証明書は、立入調査員証（様式第４号）とする。 

（平２９規則２２・全改） 

（助言又は指導） 

第６条 法第１４条第１項の規定による助言又は指導は、助言・指導書（様式第５

号）により行うものとする。ただし、助言については、必要により口頭で行うこ

とができる。 

（平２９規則２２・全改） 

（勧告） 

第７条 法第１４条第２項の規定による勧告は、勧告書（様式第６号）により行う

ものとする。 

（平２９規則２２・全改） 

（命令） 

第８条 法第１４条第３項の規定による命令は、命令書（様式第７号）により行う

ものとする。 

２ 法第１４条第４項の通知書は、命令に係る事前の通知書（様式第８号）とする。 

３ 法第１４条第５項の規定による請求は、公開による意見の聴取請求書（様式第

９号）により行うものとする。 

４ 法第１４条第７項の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書（様式第

１０号）により行うものとする。 

５ 法第１４条第１１項の標識は、標識（様式第１１号）とする。 

（平２９規則２２・全改） 

（代執行） 

第９条 法第１４条第９項の規定による処分（以下「代執行」という。）に係る行

政代執行法（昭和２３年法律第４３号）第３条第１項の規定による戒告は、戒告

書（様式第１２号）により行うものとする。 

２ 代執行に係る行政代執行法第３条第２項の代執行令書は、代執行令書（様式第

１３号）とする。 

３ 代執行に係る行政代執行法第４条の証票は、執行責任者証（様式第１４号）と

する。 

（平２９規則２２・全改） 

（応急措置） 
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第１０条 条例第７条第１項に規定する応急措置を実施するに当たっては、所有者

等に対して応急措置実施通知書（様式第１５号）により通知するものとする。 

（平２９規則２２・旧第１１条繰上・一部改正） 

（審議会の組織等） 

第１１条 条例第９条の日光市空家等適正管理審議会（以下「審議会」という。）

の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 弁護士 

(２) 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第２条第１項に規定する建築士 

(３) 日光市自治会連合会から推薦された者 

(４) その他市長が必要と認める者 

２ 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、その結果

を市長に答申するものとする。 

(１) 条例第４条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する

こと。 

(２) 特定空家等の認定の基準に関すること。 

(３) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。 

(４) その他市長が必要と認めた事項 

（平２９規則２２・旧第１２条繰上・一部改正、令４規則２・一部改正） 

（会長及び副会長） 

第１２条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により定める。 

３ 副会長は、委員のうちから会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

５ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（平２９規則２２・旧第１３条繰上） 

（会議） 

第１３条 審議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長と

なる。 

２ 会長は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決す

るところによる。 
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４ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求

め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

５ 会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

（平２９規則２２・旧第１４条繰上） 

（審議会の庶務） 

第１４条 審議会の庶務は、建設部建築住宅課において処理する。 

（平２９規則２２・旧第１５条繰上、平３１規則２５・令４規則３１・一

部改正） 

（その他） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

（平２９規則２２・旧第１６条繰上） 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２６年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行後、最初に開かれる会議は、第１４条第１項の規定にかかわら

ず、市長が招集する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第２９号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月２８日規則第２２号） 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月２２日規則第２５号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年１月２０日規則第２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３１日規則第３１号） 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第２号（第４条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第３号（第５条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第４号（第５条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第５号（第６条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第６号（第７条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第７号（第８条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第８号（第８条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第９号（第８条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１０号（第８条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１１号（第８条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１２号（第９条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１３号（第９条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１４号（第９条関係） 

（平２９規則２２・全改） 

様式第１５号（第１０条関係） 

（平２９規則２２・追加） 

 


